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１．はじめに

我が国は、世界屈指の温泉国であり、全国各地にある温泉は人々の保健休養に

貢献し、また観光の観点からも重要な役割を果たす我が国の貴重な自然資源であ

る。温泉を保護し、その適正な利用を確保することは重要な課題である。

昨年半ばより、表示なく入浴剤を添加する事例、水道水や井戸水等を沸かした

ものを温泉であるかのように誤認させる事例、温泉であるにもかかわらず温泉法

の許可を受けないで利用している事例などが発生した。

このような状況を踏まえ、温泉事業者による表示の在り方など温泉に関する喫

緊の課題等の検討を行うため、中央環境審議会自然環境部会に温泉小委員会が設

置された。

当小委員会は、平成１６年１１月１５日付け環境大臣から中央環境審議会への

「温泉事業者による表示の在り方等について」の諮問を受け、諮問事項に関する

検討を行ってきた。

これまでの当小委員会での検討、パブリックコメントの結果等を踏まえ、ここ

に報告を行う。

２．小委員会における温泉表示問題等についての考え方

（１）審議の結果、当小委員会として、表示を考えていく際に、次の４点が基本

的視点として重要であると考える。

第１は、的確で正確な情報提供である。利用者の、事業者による情報提供の

ニーズに応じ、温泉に関する的確で正確な情報を提供していくことが重要であ

る。情報提供は利用者が温泉を選ぶためのものであるが、一方で誤った先入観

に基づく短絡的な選択とならないよう利用者の理解の増進が同時に必要であ

る。

第２は、表示内容を分かりやすく、また、表示の仕方について工夫する必要

性である。的確で正確な情報提供を確保しながら、表示の内容が一般の利用者

にとってなるべく分かりやすく、かつ、煩わしくないように工夫していくこと

が重要である。
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第３は、情報提供において、国と国以外の多様な主体が多角的に取り組んで

いくことの重要性である。制度上の表示の義務づけに加えて、個々の温泉の特

徴や周辺環境等に応じて地方自治体、地域、温泉事業者等多様な主体が自主的

に取り組んでいくことが望ましいと考える。

第４に、第１及び第３の視点と密接に関連する視点として、温泉に関する利

。 、用者の理解を得る努力の重要性である 温泉に対して利用者が期待する事項は

温泉そのもの、周辺の自然環境、食事やサービス等多様であり、利用者はそれ

らを総合的に評価して、利用する温泉を選択している。その意味で今回議論し

た表示の問題は、その際のひとつの要素としての位置付けであり、これを含め

た多様な主体による創意工夫をこらした情報提供が重要である。

（２）以上のような基本的視点に立って小委員会として、現在必要な追加的な掲

示事項について検討を行った。

以下に記す追加的掲示により、昨年夏以降発生した温泉をめぐる問題事例の

一部である、表示なく入浴剤等を使用する問題については、温泉法に基づく規

律の設定を提案することになるが、水道水や井戸水を沸かしたものを温泉であ

るかのように誤認させる事例等については、不当景品類及び不当表示防止法に

よる規制があり、昨年夏以来、公正取引委員会において警告及び１９府県にお

いて注意等の措置が公表されている。このような問題については、公正取引委

員会と関係省庁、都道府県の緊密な連携により、事例の発生を防止し、また、

措置を講じていくことが重要である。なお、温泉であるにも関わらず、温泉の

許可を得ないで利用した事例も発生し、これについては温泉法違反として処罰

されたところである。

（３）小委員会において、温泉をめぐって、今回審議した当面している問題と中

長期的な取組を要する問題があるということが共通の認識であった。今回の審

、 、 、 、議のなかで 例えば 温泉成分分析の有効期間の設定 温泉利用許可の更新制

温泉資源の保護対策、温泉の魅力を高める総合的な方策、温泉を核としたまち

づくり、清掃・衛生管理等についても検討する必要があるとの意見があった。

これらの事項のうちいくつかについては、関係省庁との密接な連携が必要であ

るとの意見があった。これらについて引き続き検討することが重要と考える。
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３．表示をめぐる事業者の意識と取組の現状

環境省が平成１６年９月に全国約２万軒の温泉利用施設に対して行った実態調

査に対して、６割を超える温泉利用施設から回答があった。

調査結果によると、加水・加温・循環ろ過を行っている浴槽を有する施設は、

それぞれ３２．５％、５１．４％、５０．４％であった。それらを有している旨

を表示しているのは、それぞれ１６．１％、１９．２％、１６．０％であった。

加水・加温・循環ろ過を行っているが、その旨を表示していない施設について今

後表示する予定を聞いたところ、それぞれ３７．１％、３６．４％、３７．３％

の施設が表示する予定と回答している。これらは、温泉利用施設における表示に

対する意識の高まりを示すものと考えられる。

昨年夏の温泉を巡る問題事例発生以降、温泉表示に関して温泉地単位でも自主

的な取組が始まっている。また、業界団体においても、独自の表示看板制度の普

及に努めたり、パンフレット等の表示に関する指針を作成し、利用者の誤解を招

かないような表示方法等についての取組みが開始されている。

４．事業者による情報提供の充実について

温泉法（昭和２３年法律第１２５号。以下「法」という ）では、温泉の適正。

利用の観点から 「温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、施設内の見やすい、

場所に、環境省令で定めるところにより、温泉の成分、禁忌症及び入浴又は飲用

上の注意を掲示しなければならない （法第１４条第１項）とされており、掲。」

示項目は温泉法施行規則第６条で、次のように書かれている。

すなわち、①源泉名、②温泉の泉質、③源泉及び温泉を公共の浴用又は飲用に

供する場所における温泉の温度、④温泉の成分、⑤温泉の成分の分析年月日、⑥

登録分析機関の名称及び登録番号、⑦浴用又は飲用の禁忌症、及び⑧浴用又は飲

用の方法及び注意を定めている。

また、温泉法第１４条第１項の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした

者は、３０万円以下の罰金に処される （法第３７条第２号）。

温泉をめぐる現在の状況や表示をめぐる事業者の意識等に鑑みると、温泉法に

基づくこれらの掲示項目に加え、温泉成分に影響を与える項目を追加して掲示す
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ることを義務付け、温泉事業者による温泉利用者への情報提供を充実する必要が

あると考える。

具体的には、施行規則第６条に定められている掲示項目に、次の（１）に掲げ

る４項目を加えることが適切と考える。

（１）掲示項目として追加すべき事項

① 温泉に水を加えて利用する場合は、その旨及びその理由

温泉に水を加えることは、源泉温度が高い場合や湯量の不足を補う際などに

行われることが多いが、温泉に水を加えることにより、温泉の成分に変化をも

たらすことから、掲示項目に追加する。

加水を行っている場合は、その旨及びその理由を表示すべきである。なお、

水には、湯、氷、雪も含まれる。

② 温泉を加温して利用する場合は、その旨及びその理由

源泉のゆう出温度が低い場合などは、温泉水を加温（保温を含む ）して入。

。 、浴に適した温度にして利用する場合がある 温泉水を加温して利用することは

温泉の成分のうち特に揮発性成分に変化をもたらすほか、鉄分やカルシウム分

を沈殿させる可能性もあることから掲示項目に追加する。

加温を行っている場合は、その旨及びその理由を表示すべきである。

③ 浴槽等で使用された温泉を再び浴槽等で使用する場合は、その旨（ろ過を

実施している場合は、その旨を含む ）及びその理由。

温泉に循環装置又は循環ろ過装置を使用することは、温泉資源を保護する観

点から有効である。また、適切な維持管理の下に循環ろ過装置を使用すること

は、衛生管理上も有効である。一方、循環装置又は循環ろ過装置を使用して温

泉水を循環させることは、温泉の成分のうち特に揮発性成分の失われる度合い

が大きいこと、ろ過により、例えば鉄分などが装置に付着して温泉の成分に変

化を与える可能性があることから、掲示項目に追加する。



- 5 -

循環ろ過装置の使用は、消毒処理、加水及び加温と密接に関係していること

から、その旨（ろ過を実施している場合は、その旨を含む ）及びその理由を。

表示すべきである。

④ 温泉に入浴剤を添加し、又は温泉を消毒して利用する場合は、添加した物

質の名称又は実施した消毒方法及びその理由

温泉に入浴剤を添加して利用する場合や、衛生管理を目的とした塩素系薬剤

等の消毒剤の添加やオゾン殺菌などの消毒処理を実施する場合は、温泉成分に

変化をもたらす可能性があることから掲示項目に追加する。

その際、その物質の名称又は処理方法及びその理由を表示すべきである。

対象とする物質の状態は、固体、液体又は気体の別を問わず、掲示対象に含

めることが適当である。

牛乳、酒、食塩など全部又はその大半が溶解し、利用者が何を添加されてい

るのか一見して認識できないものは、掲示対象に含めるべきである。また、湯

の花のように、自然に発生しているか、人為的に添加しているか分からないも

のについては、人為的に加える場合は温泉に溶解し成分に変化をもたらすこと

があり、また利用者に誤解を与えるおそれがあることから、人為的に加える場

合については、掲示対象に含める。温泉と同等の成分を含む人為的に製造され

た液体を添加して利用する場合も対象に含める。なお、しょうぶ（葉）やゆず

（果実）など、利用者が一見して何が人為的に添加されているか認識できるも

のについては、掲示の対象とする必要はないと考える。

なお、加水、加温、循環及び入浴剤の添加や消毒処理の程度を表示すること

は、温泉利用者への情報提供を進める観点から望ましい事項であるが、これら

の程度については、気温の変化や利用者の多寡により変動する可能性があるこ

と、また、測定や検証が困難であることなどから、掲示項目に加えることは適

当でないと考える。

（２）制度改正に当たって留意すべき事項

、 。①制度改正の施行に当たっては 以下の点に留意して行う必要があると考える
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ア．上記で示した４項目については、違反があった場合には、法第３７条の

罰則が適用されうるものであり、また、現在の掲示内容を修正する必要が

あることから、制度改正を施行する当たっては、温泉事業者等に対して適

切な周知期間を設けて、制度内容の周知徹底を図ること。

イ．今回の追加項目は、気温の変化や利用者の多寡等により変動する可能性

がある項目であるので、掲示を義務付けるに当たっては、行政機関が記入

例などを示すことを通じて、温泉事業者にも、温泉利用者にも分かりやす

いものにするよう努めること。また、年間を通じた状況が分かるような掲

示の仕方を工夫する必要があること。

． 、 （「 」ウ 施行規則第６条第４号については 温泉分析書 温泉分析書について

（昭和５３年５月１５日付け環自施第２１４号通知別表の「温泉分析書」

をいう ）の該当部分「５．試料１㎏中の成分、分量及び組成」のすべて。

について掲示することが適当であること。同号の掲示は、温泉分析書をそ

のまま用いることも、一つの方法であると考えられること。

エ．同一施設内に、温泉利用の浴槽とそれ以外の浴槽を有している施設、と

りわけそれらが同一浴室内に混在する施設にあっては、温泉利用の浴槽と

掲示の対応関係が明らかになるよう、また、同一施設内に異なる泉質の浴

槽を有している施設にあっては、それぞれの泉質の浴槽と掲示との対応関

係が明らかになるような掲示を行うこと。

②上記のほか、温泉事業者の自主的な情報提供として意義があると考えられる

事項として以下のようなものがある。

ア．加水、加温、循環及び入浴剤の添加や消毒処理の程度

イ．加水する場合、水道水、井戸水、沢水等の別

ウ．源泉の状況（ゆう出量、揚湯方法、ｐＨ値など 、源泉から利用の場ま）

での供給方法・供給量

（注）ゆう出量、揚湯方法、ｐＨ値などの事項については、温泉分析書に記載されている。

エ．温泉利用施設の清掃の状況及び湯の入替頻度等

③また、温泉利用者が、温泉に関して理解を深めることに役立つ、多様な主体

による多角的な情報の提供活動、普及啓発活動が重要と考える。その際、以
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下のような点が配慮されることが望ましいと考える。

ア．温泉地を訪れる利用者の目的は、泉質、湯量などの温泉そのもの、周辺

の自然環境、食事やサービス等多様である。これら多様な目的で訪れる利

用者が理解しやすいような情報提供は重要である。更に、温泉資源の保護

に対する理解の向上や入浴マナーの向上に資する普及啓発活動も望まれ

る。

イ．例えば 「循環ろ過方式」か「源泉かけ流し方式」かについても、利用、

者の正しい理解を得る必要がある。個々の温泉の入浴時の状況は、温泉の

注入量、利用者数や浴槽の衛生管理状況などによって異なるものであり、

どちらの方式が一義的に他より優れているという性格のものではない。更

に、適切な維持管理に基づく循環ろ過装置の使用は、温泉資源の保護、衛

生的な入浴状態確保の観点から重要な手段であることへの理解も重要と考

える。

５．おわりに

本報告は、平成１６年１１月１５日付けで環境大臣から諮問された、温泉事業

者による表示の在り方など温泉に関する喫緊の課題への対応についての考え方を

とりまとめたものである。

今後、今回報告書に盛り込んだ新たな掲示項目について、温泉利用者に対する

情報提供が進むことを期待する。

なお、当小委員会としては、温泉に関する情報提供を充実していくに当たって

は、今回とりあげた温泉法に基づく掲示に加えて、地方自治体、地域、事業者な

ど多様な主体による創意工夫がなされることにより、より多角的に情報提供が進

むことを同時に期待するものである。

更に、今回の小委員会の審議の中で、表示の問題以外に指摘があった諸課題に

ついて、引き続き検討を行っていくことが重要と考える。
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